
〇期間満了による土地明渡請求書⑵

（建物所有を目的としない契約につき行うもの――明渡しまでの損害金の支払いを

求めるもの）

〇〇年３月15日

東京都品川区〇〇４丁目９番21号

〇〇土木株式会社

代表取締役 乙 本 次 男 殿

東京都大田区〇〇３丁目20番29号

甲 原 一 郎 ㊞

土地明渡請求書

私は貴社に対し、〇〇年３月10日、東京都大田区〇〇３丁目13番宅地〇〇.〇〇平方メ

ートルの土地を建築用資材置場として賃貸し、賃貸借期間は２年間とのお約束でしたが、

既にその期間は満了いたしております。

つきましては、期間満了に従い、すみやかに残存資材を搬出し仮設建物を収去して上

記土地を明け渡すよう求めます。

なお、期限後明渡しに至るまでの間、約定賃料相当額の使用損害金をお支払い下さい

ますよう合わせて請求します。

参照条文

〇民 法

（損害賠償の範囲）

第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせ

ることをその目的とする。

２ 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、

債権者は、その賠償を請求することができる。

（損害賠償の方法）

第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

（賃貸借の存続期間）

第604条 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めた

ときであっても、その期間は、50年とする。

２ 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を超え

ることができない。
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・回答書

（借地借家法の適用を主張するもの）

〇〇年３月20日

東京都大田区〇〇３丁目20番29号

甲 原 一 郎 殿

東京都品川区〇〇４丁目９番21号

〇〇土木株式会社

代表取締役 乙 本 次 男 ㊞

回 答 書

貴殿より当社に対する〇〇年３月15日付書面による土地明渡請求につき下記のとおり

回答いたします。

明渡請求にかかる土地は当社において確かにお借りいたしております。しかし、上記

土地は当社従業員の宿泊施設建築のためお借りしたものであり、同敷地部分に当社が他

に用いる建築用資材を置かさせていただいたのも貴殿から別途ご承諾を得た上でのこと

です。当社の事業拡大に伴い従業員の数も増加した関係上、その宿泊施設を確保するた

め空地となっていた貴殿所有地の賃借をお願いした経緯は充分ご納得いただいたはずで

す。賃貸借期間の定めも２年毎の賃料の改訂と共に契約の継続を予定したものであり、

借地借家法の定めによれば少なくとも30年間は当社がお借りできるものと存じます。

以上の次第にて貴殿よりの土地明渡請求には応じかねますが、賃料の増額請求であれ

ば当社においても検討いたしたく存じますので、ご再考の上ご連絡下さい。

参照条文

〇借地借家法

（定義）

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

二〜五 〔省略〕

（借地権の存続期間）

第３条 借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、そ

の期間とする。
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〇遺言無効による遺産返還請求通知書

〇〇年６月24日

札幌市南区〇〇１丁目12番地の４

甲 野 陽 一 殿

札幌市豊平区〇〇４丁目12番地の５

乙 木 春 子 ㊞

小�市〇〇２丁目34番地の５

丙 村 夏 子 ㊞

通 知 書

私達は貴殿に対し、下記のとおり通知します。

記

１ 本年２月７日に父が亡くなりましたが、その後貴殿は父の〇〇年12月10日付公正証

書遺言に基づき同人の遺産を全部取得したと主張され、私達には何らの遺産をも与え

ようとしません。

２ しかし、上記遺言の作成された〇〇年12月10日ころには、父は病気で倒れて入院中

であり、当時は言葉も満足に話すことができないような状況にあったのであり、公正

証書遺言に必要とされる遺言の趣旨の口授などできる状態ではありませんでした。

したがって、上記遺言は方式に違背して作成された無効のものです。

３ そこで、私達としては、貴殿に対し、父の遺産を返還されたうえ、私達との遺産分

割の協議に応じられるよう請求します。

４ もし、貴殿が本書到達後10日以内に誠意ある回答をされない場合には、私達はしか

るべき措置をとる所存ですので、この旨ご承知おき下さい。

参照条文

〇民 法

（公正証書遺言）

第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人２人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させるこ

と。

親族・相続 相 続 遺産分割
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・回答書

〇〇年７月１日

札幌市豊平区〇〇４丁目12番地の５

乙 木 春 子 殿

小�市〇〇町２丁目34番地の５

丙 村 夏 子 殿

札幌市南区〇〇１丁目12番地の４

甲 野 陽 一 ㊞

回 答 書

貴殿らの〇〇年６月24日付通知書に対し、次のとおり回答します。

記

１ 貴殿らの主張される公正証書遺言は、次の順序で作成されたものであって、何らの

方式違背もありません。

まず、父はだいぶ以前から私に遺言書を作りたい旨述べており、昨年11月中旬ころ

その概要を私に話してその作成方を依頼しました。私は、父の倒れる数日前である同

年11月末ころ、公証人役場へ行き、〇〇〇〇公証人に父の言ったとおりの内容を告げ

て公正証書遺言の作成を嘱託しました。その後、父が倒れたので、遺言書の作成を延

ばしておりましたが、同年12月10日、父の病状がだいぶ回復したので、医師の確認を

得て、父の入院していた〇〇病院へ〇〇〇〇公証人に来てもらい、同病院で〇〇医師

等に立会証人となってもらって作成してもらいました。

上記作成の経過については、〇〇〇〇公証人に聞いてもらえば、その方式に何らの

違背のないことは明らかになるものと思います。

２ したがって、私としては、貴殿らの要求には応じられません。ただ、以前から言っ

ておりますとおり、上記遺言書が有効であることを前提としての話合いになら応ずる

準備がありますので、この点付言しておきます。

参照条文

〇民 法

（公正証書遺言）

第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人２人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

親族・相続 相 続 遺産分割
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